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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親と子とが設定され可搬性を有し商品を収納して運搬するための複数の運搬体と、
　親に設定された前記運搬体である親運搬体に設けられ情報を報知する報知部と、
　前記親運搬体と子に設定された前記運搬体である子運搬体との間で無線通信を行う無線
通信手段と、
　前記運搬体毎に設けられ、前記運搬体に収納された商品に設けられた無線タグから当該
商品の価格を特定するための価格情報を無線通信により取得する価格情報取得手段と、
　前記親運搬体と前記子運搬体とを関連付けする関連付け手段と、
　関連付けされた前記親運搬体と前記子運搬体とに収納された全商品の価格の総合計金額
を前記価格情報取得手段が取得した前記価格情報に基づいて算出する際に、その算出に必
要な情報を前記親運搬体と前記子運搬体との間の無線通信により集め、前記総合計金額を
算出する総合計金額算出手段と、
　算出した前記総合計金額を前記報知部により報知させる金額報知手段と、
を備える買い物システム。
【請求項２】
　複数の前記運搬体のうちのある運搬体を親に設定する親設定手段と、
　複数の前記運搬体のうちのある運搬体を子に設定する子設定手段と、
を備える請求項１記載の買い物システム。
【請求項３】
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　買い物の予算金額を設定する予算設定手段と、
　算出された前記総合計金額が、設定された前記予算金額を超えたか否かを判断する判断
手段と、
　算出された前記総合計金額が、設定された前記予算金額を超えた場合、その旨を報知す
る予算超過報知手段と、
を備える請求項１又は２記載の買い物システム。
【請求項４】
　前記価格情報には、商品を特定する商品特定情報が含まれ、
　前記親運搬体に設けられた記憶部と、
　関連付けされた前記親運搬体と前記子運搬体とに収納された全商品の前記商品特定情報
を前記無線通信手段を用いて前記親運搬体に集め前記記憶部に記憶させる記憶手段と、
　前記記憶部に記憶された前記商品特定情報に基づいて商品の精算処理を実行する精算処
理手段と、
を備える請求項１，２又は３記載の買い物システム。
【請求項５】
　前記親運搬体と前記子運搬体との関連付けを解除し、前記記憶部に記憶された商品特定
情報をクリアする解除手段を備える請求項１，２，３又は４記載の買い物システム。
【請求項６】
　前記報知部は情報を表示する表示器である請求項１，２，３，４又は５記載の買い物シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、買い物籠や買い物カートなどの運搬体を複数備える買い物システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スーパーマーケットなどの小売店では、顧客は所望の商品を買い物籠や買い物カ
ートなどの運搬体に入れてレジまで運搬し、レジにてその商品の精算を受けている。特許
文献１では、このような商品販売の形態の店舗において、商品特定情報を発信するタグを
商品に設け、買い物籠にそのタグからの商品特定情報を受信する受信部を設け、商品購入
予定の上限値を入力可能とし、受信部が受信した商品特定情報に基づいて買い物籠の中の
商品の合計金額を集計し、その集計値が商品購入予定の上限値よりも大きくなった場合、
顧客にその旨を報知する店舗が提案されている。これにより、顧客は計画的な商品購入を
容易に行うことができるとされている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２１６２４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、購入する商品が大量の場合には買い物籠は複数必要とある。また、例えば家
族やグループでの買い物で、一人一人が買い物籠を持ちそれぞれが所望の商品を買い物籠
に入れて、精算は家族やグループでまとめて行う場合、家族やグループで複数の買い物籠
が必要である。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１での商品の合計金額の集計やその集計値が商品購入予定の上
限値よりも大きくなった場合の報知は、単一の買い物籠に関してのみ有効であり、複数の
買い物籠を使用する場合には対応することができず、この場合、計画的に商品購入をする
には、顧客は購入する商品の総合計金額を自分で計算して把握しなければならず、面倒で
ある。
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【０００６】
　本発明の目的は、買い物で複数の運搬体を使用する場合においても、購入する商品の総
合計金額を顧客が容易に把握できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、親と子とが設定され可搬性を有し商品を収納して運搬するための複数の運搬
体を備え、これらの運搬体には、収納された商品に設けられた無線タグから当該商品の価
格を特定するための価格情報を無線通信により取得する価格情報取得手段が設けられてい
る。親運搬体と子運搬体とは関連付け手段により関連付けされ、関連付けされた親運搬体
と子運搬体とに収納された全商品の価格の総合計金額を価格情報取得手段が取得した価格
情報に基づいて算出する際に、その算出に必要な情報を親運搬体と子運搬体との間の無線
通信により集め、総合計金額を算出し、算出した総合計金額を報知部により報知する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、買い物で複数の運搬体を使用する場合においても、購入する商品の総
合計金額を顧客が容易に把握できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
　図１は買い物システムを示すシステム構成図である。図１に示すように、買い物システ
ムは、複数の運搬体である買い物籠１１と、精算処理手段であるＰＯＳ（Point Of Sales
：販売時点管理）端末５１とから構成されている。この買い物システムは、概略的には、
買い物籠１１のうちのある買い物籠１１を親運搬体である親買い物籠（以後、親籠という
）１１（例えば１１ａ、以後親籠を１１ａと記載する）に設定し、ある買い物籠１１を子
運搬体である子買い物籠（以後、子籠という）１１（例えば１１ｂ、以後子籠を１１ｂと
記載する）に設定してそれらを関連付けし、それらの買い物籠１１に収納された商品の合
計金額を親籠１１ａに表示する。また、買い物予算を設定可能とし、予算を超過した場合
にはその旨を顧客に報知する。また、精算は親籠１１ａに対する処理で親籠１１ａ及び子
籠１１ｂを一括で行う。
【００１１】
　ここで、特に図示しないが商品について説明する。商品には、無線タグが設けられてい
る。この無線タグは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）や不揮発性メモリを有するＩ
Ｃチップとコイルアンテナとを備えた周知の構成であり、コイルアンテナに誘導起電力を
発生させることによりＩＣチップの不揮発性メモリに対する情報の送受信（読書き）が可
能となっている。ＩＣチップのメモリには、当該無線タグが設けられた商品を特定するた
めの商品特定情報であり商品コードが記憶されている。詳しくは後述するが、この商品コ
ードに基づいて商品の価格が特定される構成であり、即ち、この商品コードが商品の価格
を特定する価格情報である。
【００１２】
　次に買い物籠１１について説明する。買い物籠１１は、可搬性を有し顧客が商品を収納
して運搬するためのものであり、上面開口の凹形状であって内部に商品を収納する籠本体
１２と、この籠本体１２の下端側に設けられ後述する籠制御部１６やバッテリー１７やブ
ザー１８などを収納保持している保持部１３と、籠本体１２の一側壁の上端側に設けられ
た報知部である液晶式の表示器１４とを備えている。表示器１４にはタッチパネル１４ａ
が積層して設けられており、表示器１４とタッチパネル１４ａとにより操作部１５が構成
されている。籠本体１２には、シールドが施され、籠本体１２内側にある商品の無線タグ
から送信される情報の買い物籠１１の外側に対する遮断、籠本体１２外側にある商品の無
線タグから送信される情報の籠本体１２の内側に対する遮断がされている。また、籠本体
１２には、買い物籠１１を特定するための買い物籠特定情報である籠番号が数字及びバー
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コードで表示されている。
【００１３】
　このような買い物籠１１の電装系は図２に示すように構成されている。買い物籠１１は
、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、コンピュータプログラムを格納するＲＯＭ（Rea
d Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成される籠制御部１６を有し
ている。また、籠制御部１６には、表示器１４、タッチパネル１４ａの他に、バッテリー
１７、ブザー１８、価格情報取得手段であり無線タグとの情報通信を行う無線タグリーダ
ライタ１９、他の買い物籠１１との近距離での情報通信を赤外線で行う赤外線通信装置２
０、広範囲において他の買い物籠１１やＰＯＳ端末５１との情報通信を無線で行う無線通
信装置２１、記憶部である不揮発性メモリ２２などがバス２４及びＩ／Ｏ機器制御部２５
を介して接続されている。
【００１４】
　無線タグリーダライタ１９は、買い物籠１１内の商品に付された無線タグに向けて一定
時間（例えば１秒）毎に商品情報を要求する電磁波を発信する。この電磁波に応答して無
線タグから商品情報が赤外線通信装置２０に送信される。これにより、一定時間毎に買い
物籠１１内の商品全ての商品情報を籠制御部１６が取得する構成である。
【００１５】
　不揮発性メモリ２２には、商品マスタファイルＦ１、籠内商品ファイルＦ２、設定テー
ブルＴ１、各種画像ファイル、等が格納されている。商品マスタファイルＦ１は、商品コ
ードに対応付けて商品情報である商品名や単価を記憶するものである。籠内商品ファイル
Ｆ２は、買い物籠１１内の商品の商品情報を記憶するファイルである。ここで、親籠１１
ａに設定された籠内商品ファイルＦ２では、関連付けされた全ての買い物籠１１の商品情
報を買い物籠１１毎に記憶する。設定テーブルＴ１は、図３に示すように、当該買い物籠
１１が親及び子のどちらに設定されたかを記憶する親子種別領域２３ａ、当該買い物籠１
１に関連付けされた買い物籠１１を籠番号で記憶する関連籠領域２３ｂ、買い物の予算金
額を記憶する予算金額領域２３ｃ等が設けられている。各種画像ファイルは、表示器１４
に表示する画像データを記憶しているファイルである。
【００１６】
　図４に画像ファイルに基づく初期画面Ｇ１を示す。初期画面Ｇ１は、買い物籠１１の電
源がＯＮされた後に、表示器１４に表示される画面である。初期画面Ｇ１には、当該買い
物籠１１を親籠１１ａとして設定する宣言を行う親籠宣言ボタン２４ａ、当該買い物籠１
１を子籠１１ｂとして設定する宣言を行う子籠宣言ボタン２４ｂ、リセットボタン２４ｃ
、前の籠ボタン２４ｄ、次の籠ボタン２４ｅ、買い物の予算金額を設定を行うための予算
金額設定ボタン２４ｆ、設定された買い物の予算金額を表示する予算金額領域２４ｇ、親
籠１１ａ内の商品の合計金額を表示する親籠合計金額領域２４ｈ、親籠１１ａ内の商品の
商品情報を表示する親籠商品情報領域２４ｉ、子籠１１ｂ内の商品の合計金額を表示する
子籠合計金額領域２４ｊ、子籠１１ｂ内の商品の商品情報を表示する子籠商品情報領域２
４ｋ，関連付けされた親籠１１ａと子籠１１ｂとに収納された全ての商品の総合計金額を
表示する総合計金額領域２４ｌ等が設けられている。ここで、子籠合計金額領域２４ｊ及
び子籠商品情報領域２４ｋは、買い物籠１１が子籠１１ｂの場合には、その子籠１１ｂ内
の商品に関する上述した情報を表示し、籠が親籠１１ａの場合には、指定された子籠１１
ｂ内の商品に関する上述した情報を表示する領域である。なお、前の籠ボタン２４ｄ及び
次の籠ボタン２４ｅは、情報を表示する子籠１１ｂを番号順に指定するためのものである
。
【００１７】
　ＰＯＳ端末５１は、店舗の精算場所に配設されてキャッシャが精算処理を行うためのも
のであり、図１に示すように、ＰＯＳ端末５１には、本体５２の上面側にキーボード５３
が設けられており、本体５２の下部側にはドロワ５４が引出自在に設けられている。また
、本体５２の奥側には表示器５５が設けられている。さらに、ＰＯＳ端末５１には、バー
コード化された商品コードなどを光学的に読み取るためのバーコードスキャナ５６も接続
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されている。
【００１８】
　このようなＰＯＳ端末５１の電装系は図５に示すように構成されている。ＰＯＳ端末５
１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、コンピュータプログラムを格納するＲＯＭ
（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成されるＰＯＳ制御部５
７を有し、バス５８及びＩ／Ｏ機器制御部５９を介して接続されたＰＯＳ無線通信装置６
０により買い物籠１１との間で無線で情報通信を実行し得るように構成されている。
【００１９】
　また、ＰＯＳ制御部５７には、バス５８及びＩ／Ｏ機器制御部５９を介して、前述した
キーボード５３、表示器５５、バーコードスキャナ５６とともに、プリンタ６１及びハー
ドディスクドライブ装置（ＨＤＤ）６２が接続されている。プリンタ６１は、ＰＯＳ端末
５１の本体５２内に内蔵されたレシート／ジャーナルプリンタであり、精算処理に伴い、
取引単位でレシートを発行するとともに、並行してジャーナル用紙への印字を行うもので
ある。
【００２０】
　ハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ）６２には、ＰＯＳ制御部５７のＣＰＵを動作さ
せるコンピュータプログラムの他、商品マスタファイルＦ３、売上ファイルＦ４等が格納
されている。商品マスタファイルＦ３は、買い物籠１１の商品マスタファイルＦ１と同じ
であり商品コードに対応付けて商品名や単価を記憶するものである。売上ファイルＦ４は
、ＰＯＳ端末５１における売上データを記憶するものである。
【００２１】
　ＰＯＳ制御部５７は、ＣＰＵがハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ）６２に記憶され
ているコンピュータプログラムに従って動作することにより、後述する機能を実現する。
【００２２】
　次に、買い物システムが実行する各種処理を各種の設定手順と合わせて説明する。
【００２３】
　まず、買い物籠１１の籠制御部１６がコンピュータプログラムに従って実行する買い物
籠１１の親子設定処理を図６に示すフローチャートに基づいて設定手順とともに説明する
。
【００２４】
　まず、顧客は、第１に買い物籠１１を一つ選択してその買い物籠１１を親として設定す
るために表示器１４の初期画面Ｇ１に表示された親籠宣言ボタン２４ａを操作する。籠制
御部１６は、図６に示すように、親籠宣言ボタン２４ａが操作され親籠１１ａ宣言がなさ
れたと判断した場合には（ステップＳ１のＹ）、設定テーブルＴ１の親子種別領域２３ａ
に当該買い物籠１１は親である旨を記憶し当該買い物籠１１を親籠１１ａに設定する（ス
テップＳ２）。ここに、ステップＳ１，Ｓ２により親設定手段の機能が実行される。
【００２５】
　次に、顧客は、第２に親籠１１ａ以外の買い物籠１１を選択して、その選択した買い物
籠１１と親籠１１ａとをそれらの間で赤外線による情報通信が可能な距離に近接させて、
第２に選択した買い物籠１１の初期画面Ｇ１の子籠宣言ボタン２４ｂを操作する。そして
、当該買い物籠１１の籠制御部１６は、子籠宣言ボタン２４ｂが操作され子籠宣言がなさ
れたと判断した場合（ステップＳ３のＹ）、設定テーブルＴ１の親子種別領域２３ａに当
該買い物籠１１は子である旨を記憶し当該買い物籠１１を子籠１１ｂに設定する（ステッ
プＳ４）。ここに、ステップＳ３，Ｓ４により子設定手段の機能が実行される。
【００２６】
　そして、このように自らを親籠１１ａ又は子籠１１ｂに設定した後、親子関係設定処理
（親バージョン又は子バージョン）を実行する（ステップＳ５ａ，Ｓ５ｂ、関連付け手段
）。この処理は、親籠１１ａよりも子籠１１ｂのほうが早く処理を開始する。具体的には
、子籠１１ｂに設定されている場合には、ステップＳ３，Ｓ４を実行した後、続けて親籠
１１ａに対して当該子籠１１ｂの籠番号を赤外線通信装置２０により送信する。前述した
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ようにこれら親籠１１ａ及び子籠１１ｂは赤外線通信可能な範囲に近接しているので赤外
線による相互情報通信が実行される。一方、親籠１１ａに設定されている場合の処理は、
子籠１１ｂから送信された籠番号を受信し、受信した籠番号を設定テーブルＴ１の関連籠
領域２３ｂに記憶させ、その籠番号の子籠１１ｂが当該親籠１１ａの子であると設定する
。その後、親籠１１ａは、当該親籠１１ａの籠番号をその子籠１１ｂに対して送信する。
そして、この親籠１１ａの籠番号を受信した子籠１１ｂにおいては、受信した親籠１１ａ
の籠番号を設定テーブルＴ１の関連籠領域２３ｂに記憶させて、その親籠１１ａが当該子
籠１１ｂの親であると設定する。これにより、親籠１１ａと子籠１１ｂとの関連付けがな
される。なお、一つの親籠１１ａに関連付けする子籠１１ｂの数は、単一であっても良い
し、複数であっても良い。
【００２７】
　次に、子として設定された子籠１１ｂにおいては、表示器１４の画面表示を図７に示す
子籠用画面Ｇ２に切り替える（ステップＳ６）。子籠用画面Ｇ２は、初期画面Ｇ１で表示
したもののうち予算金額領域２４ｇ、子籠合計金額領域２４ｊ、子籠商品情報領域２４ｋ
及び総合計金額領域２４ｌだけが表示される画面である。なお、親籠１１ａの表示器１４
には、初期画面Ｇ１が引き続き表示される。
【００２８】
　次に、買い物の予算金額の設定を行う予算金額設定処理を図８に示すフローチャートに
基づいて設定手順とともに説明する。この予算金額設定処理では、親籠１１ａに設定され
た買い物籠１１においてのみ実行される処理である。また、このとき親籠１１ａに対して
子籠１１ｂが設定されているか否かは問われない。顧客は、まず、親籠１１ａの初期画面
Ｇ１に表示されている予算金額設定ボタン２４ｆを操作する。そして、親籠１１ａの籠制
御部１６は、予算金額設定ボタン２４ｆが設定されたと判断した場合（ステップＳ１１の
Ｙ）、当該買い物籠１１は、親籠１１ａであるので（ステップＳ１２のＹ）、表示器１４
に図９に示すような予算金額設定画面Ｇ３を表示させる（ステップＳ１３）。予算金額設
定画面Ｇ３には、予算金額領域７１ａ、「０」～「９」の置数キー７１ｂ、確定ボタン７
１ｃ、クリアボタン７１ｄ等が表示される。顧客は、予算金額を置数キー７１ｂにより入
力する。これにより予算金額領域７１ａに予算金額が表示される。そして、顧客は確定ボ
タン７１ｃを操作する。これにより予算金額が籠制御部１６に入力される。なお、クリア
ボタン７１ｄは、予算金額領域７１ａに表示された予算金額をクリアするためのボタンで
ある。
【００２９】
　籠制御部１６は、予算金額が入力されたと判断した場合には（ステップＳ１４のＹ）、
入力された予算金額を設定テーブルＴ１の予算金額領域２３ｃに記憶させることにより予
算金額を設定する（ステップＳ１５）。ここに、ステップＳ１１～Ｓ１５により予算設定
手段の機能が実行される。
【００３０】
　次に、買い物支援処理を図１０に示すフローチャートに基づいて説明する。買い物支援
処理は、概略的には、関連付けされた親籠１１ａと子籠１１ｂとに収納された商品の総合
計金額を精算前において一定時間毎に集計し、集計した総合計金額が設定された予算金額
を超えた場合には、その旨を報知する処理である。
【００３１】
　具体的には、まず、子籠１１ｂにおいては、無線タグリーダライタ１９によって子籠１
１ｂ内に収納された全商品の商品コードを受信して籠内商品ファイルＦ２に記憶させて取
得する（ステップＳ２１）。そして、取得した商品コードに基づいて商品マスタファイル
Ｆ１を検索し商品情報（商品名称、単価など）を取得し、それらの商品の合計金額を算出
し（ステップＳ２２）、その合計金額と商品情報とを子籠合計金額領域２４ｊ、子籠商品
情報領域２４ｋに表示させる（ステップＳ２３）。そして、取得した商品コードを当該子
籠１１ｂの籠番号に関連付けして設定テーブルＴ１で関連付けされた親籠１１ａに無線通
信装置２１を用いて送信する（ステップＳ２４）。このように、本実施の形態では、関連
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付けされた親籠１１ａと子籠１１ｂとに収納された全商品の価格の総合計金額を算出する
のに必要な情報として、商品コードが親籠１１ａに集められる。そして、この処理を精算
処理の宣言があるまで（ステップＳ２５のＹ）の間一定時間毎に繰り返し行う。これによ
り、子籠１１ｂに関する情報が随時更新される。精算処理の宣言については、後述する精
算処理において説明する。
【００３２】
　次に、親籠１１ａにおいても、まず、子籠１１ｂと同様に無線タグリーダライタ１９に
よって親籠１１ａ内に収納された全商品の商品コードを受信して籠内商品ファイルＦ２に
記憶させて取得する（ステップＳ３１）。そして、取得した商品コードに基づいて商品マ
スタファイルＦ１を検索し商品情報（商品名称、単価など）を取得し、それらの商品の合
計金額を算出し（ステップＳ３２）、その合計金額と商品情報とを親籠合計金額領域２４
ｈ、親籠商品情報領域２４ｉに表示させる（ステップＳ３３）。そして、当該親籠１１ａ
と関連付けされた子籠１１ｂから送信された子籠１１ｂに収納された商品の商品コードを
受信して籠内商品ファイルＦ２に子籠１１ｂ毎に記憶させて取得する（ステップＳ３４）
。そして、取得した子籠１１ｂ内の商品の商品コードに基づいて商品マスタファイルＦ１
を検索し商品情報（商品名称、単価など）を取得し、それらの商品の合計金額を算出し（
ステップＳ３５）、その合計金額と商品情報とを子籠合計金額領域２４ｊ、子籠商品情報
領域２４ｋに表示させる（ステップＳ３６）。このとき、関連付けされた子籠１１ｂが複
数ある場合には、籠番号が最も小さい子籠１１ｂの情報を子籠合計金額領域２４ｊ、子籠
商品情報領域２４ｋに表示させる。そして、当該親籠１１ａの合計金額と当該親籠１１ａ
に関連付けされた子籠１１ｂの合計金額と足して、それら関連付けされた親籠１１ａと子
籠１１ｂとに収納された全商品の総合計金額を算出し（ステップＳ３７）、籠内商品ファ
イルＦ２に記憶させるとともに初期画面Ｇ１の総合計金額領域２４ｌに表示させる（ステ
ップＳ３８）。ここに、ステップＳ２１～Ｓ２５，ステップＳ３１～Ｓ３７により総合計
金額算出手段の機能が実行される。また、ステップＳ３８により金額報知手段の機能が実
行される。さらにまた、ステップＳ２１～ステップＳ２４，ステップＳ３１～ステップＳ
３４により記憶手段の機能が実行される。
【００３３】
　次に、算出した総合計金額が設定テーブルＴ１に設定された予算金額を越えたか否かを
判断する（ステップＳ３９、判断手段）。商品の総合計金額が予算金額を超えていない場
合には（ステップＳ３９のＮ）、ステップＳ４０にすすむ。一方、商品の総合計金額が予
算金額を超えたと判断した場合には（ステップＳ３９のＹ）、ブザー１８を鳴らして商品
の総合計金額が予算金額を超えたことを顧客に報知する（ステップＳ４１、予算超過報知
手段）。その後、ステップＳ４０に進む。そして、この処理を精算処理の宣言があるまで
（ステップＳ４０のＹ）の間一定時間毎に繰り返し行う。これにより、親籠１１ａにおけ
る各種の情報（総合計金額など）が随時更新される。
【００３４】
　次に、精算処理について図１１に示すフローチャートに基づいて説明する。なお、必要
に応じて図１０のフローチャートも参照する。精算の際には、キャッシャは、親籠１１ａ
の籠本体１２に付されたバーコード化された籠番号に対してバーコードスキャナ５６によ
る読み取り入力操作を行う。ＰＯＳ端末５１のＰＯＳ制御部５７は、親籠１１ａの籠本体
１２に付されたバーコード化された籠番号がバーコードスキャナ５６によって読み取り入
力されたと判断した場合には（ステップＳ５１）、精算開始の宣言を行う（ステップＳ５
２）。具体的には、入力された籠番号の親籠１１ａに対して精算開始宣言をＰＯＳ無線通
信装置６０を用いて送信する。
【００３５】
　一方、親籠１１ａの籠制御部１６は、精算開始宣言を無線通信装置２１により受信し精
算開始宣言がなされたと判断した場合には（ステップＳ４０のＹ、図１０参照）、関連付
けされた子籠１１ｂに対して精算開始宣言を無線通信装置２１により転送する（ステップ
Ｓ６１）。精算開始宣言を無線通信装置２１により受信した子籠１１ｂの籠制御部１６は
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、子籠１１ｂに現在収納されている商品の商品コードを無線タグリーダライタ１９により
取得して、上述した子籠１１ｂ情報の更新を行い、取得した商品コードを関連付けされた
親籠１１ａに対して送信する（ステップＳ７１）。そして、親籠１１ａは、子籠１１ｂか
ら送信された商品コードを取得し、上述した更新方法と同じや方法で子籠１１ｂに関する
情報の更新を行い、当該親籠１１ａに現在収納されている商品の商品コードを無線タグリ
ーダライタ１９により取得して、親籠１１ａに関する情報の更新を行い、現在の親籠１１
ａ及び子籠１１ｂに収納されている商品の商品コードを無線通信装置２１によりＰＯＳ端
末５１に送信する（ステップＳ６２）。
【００３６】
　なお、精算宣言がなされた後の買い物籠１１に対する商品の入れ替えを防止するために
、精算開始宣言がなされた場合、籠内商品ファイルＦ２に記憶した親籠１１ａ及び子籠１
１ｂの商品情報を固定（書き換え不可）とし、精算開始宣言後においても一定時間毎に、
買い物籠１１内の商品の商品コードを取得し一時的にＲＡＭに記憶させ、このＲＡＭに記
憶させた商品コードと籠内商品ファイルＦ２に固定的に記憶させた商品コードとを比較し
、それらが異なる場合に、精算開始宣言後に買い物籠１１に対する商品の入れ替えが有っ
たと判断し、ブザー１８を鳴らして警告するようにしてもよい。
【００３７】
　親籠１１ａから親籠１１ａ及び子籠１１ｂに収納されている全商品の商品コードを受信
したＰＯＳ端末５１では、売上処理を実行する（ステップＳ５３）。具体的には、受信し
た商品コードに基づいて商品マスタファイルＦ３を検索し、該当する商品コードに対応し
た商品名や単価等が読み出し、合計金額算出や表示器５５への表示、またプリンタ６１に
よりレシート発行を行うとともに、売上データを売上ファイルＦ４に累計する。
【００３８】
　キャッシャは、精算を終了する際には、親籠１１ａの初期画面Ｇ１に表示されたリセッ
トボタン２４ｃを操作する。リセットボタン２４ｃが操作された親籠１１ａは（ステップ
Ｓ６３のＹ）、その旨を関連付けされた子籠１１ｂに送信する（ステップＳ６４）。そし
て、親籠１１ａ及び子籠１１ｂでは、籠内商品ファイルＦ２及び設定テーブルＴ１に記憶
された情報のクリア処理がなされる（ステップＳ６５及びステップＳ７２）。これにより
、親子関係が解除されるとともに、商品情報が消去される。ここに、ステップＳ６３～ス
テップＳ６５，ステップＳ７２により解除手段の機能が実行される。
【００３９】
　以上説明したように、本実施の形態においては、親籠１１ａと子籠１１ｂとが関連付け
され、それら関連付けされた親籠１１ａと子籠１１ｂとの間で情報通信を行い、それらの
親籠１１ａと子籠１１ｂとに収納された全商品の価格の総合計金額を無線タグリーダライ
タにより取得した価格情報である商品コードに基づき算出し、その総合計金額を表示器１
４に表示し、顧客に対して報知するので、顧客は、買い物で複数の買い物籠１１を使用す
る場合においても、購入する商品の総合計金額を容易に把握することができる。
【００４０】
　また、本実施の形態においては、複数の運搬体である買い物籠１１のうちのある買い物
籠を親に設定する親設定手段と、複数の買い物籠１１のうちのある買い物籠を子に設定す
る子設定手段と、を備えることにより、任意の買い物籠１１を親や子として設定すること
ができる。
【００４１】
　また、本実施の形態においては、買い物の予算金額を設定する予算設定手段と、算出さ
れた総合計金額が、設定された予算金額を超えたか否かを判断する判断手段と、算出され
た総合計金額が、設定された予算金額を超えた場合、その旨を報知する予算超過報知手段
と、を備えることにより、顧客は計画的な商品購入を容易に行うことができる。
【００４２】
　また、本実施の形態においては、価格情報には、商品を特定する商品特定情報が含まれ
、親運搬体である親籠１１ａに設けられた記憶部である不揮発性メモリ２２と、関連付け
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された親籠１１ａと子運搬体である子籠１１ｂとに収納された全商品の商品特定情報であ
る商品コードを無線通信手段である無線通信装置２１を用いて親籠１１ａに集め不揮発性
メモリ２２に記憶させる記憶手段と、不揮発性メモリ２２に記憶された商品コードに基づ
いて商品の精算処理を実行する精算処理手段であるＰＯＳ端末５１と、を備えることによ
り、商品の精算処理の際には、親籠１１ａの不揮発性メモリ２２が保持する全商品の商品
コードによってＰＯＳ端末５１により精算処理がなされるので、キャッシャは個々の商品
に対するスキャニング操作が必要ないので、精算作業が容易となる。
【００４３】
　また、本実施の形態においては、親運搬体である親籠１１ａと子運搬体である子籠１１
ｂとの関連付けを解除し、記憶部である不揮発性メモリ２２に記憶された商品特定情報で
ある商品コードをクリアする解除手段を備えることにより、親籠と子籠とを関連付けして
の使用を繰り返し行うことができる。
【００４４】
　また、本実施の形態においては、報知部は情報を表示する表示器１４であることにより
、報知部を簡単に実現することができる。
【００４５】
　なお、本実施の形態では、運搬体として買い物籠１１を例に説明したが、運搬体として
は、これに限るものではなく、買い物カートであっても良い。
【００４６】
　また、精算処理手段としてＰＯＳ端末５１を例に説明したが、精算処理手段としては、
これに限るものではなく、例えば、ＥＣＲ（Electronic Cash Register：電子式キャッシ
ュレジスタ）であっても良い。
【００４７】
　また、商品の価格を特定するための価格情報として商品コードを例に説明したが、価格
情報としてはこれに限るものではなく、例えば、商品の価格そのものであっても良い。
【００４８】
　また、買い物支援処理において、関連付けされた親籠１１ａと子籠１１ｂとに収納され
た全商品の価格の総合計金額を算出するのに必要な情報として、商品コードを例とし、こ
の商品コードを親籠１１ａに集めたが、これに限るものではない。例えば、子籠１１ｂに
おいて商品コードに基づいて商品の価格を取得し、取得した商品の価格を総合計金額を算
出するのに必要な情報とし、これを親籠１１ａに送信して親籠１１ａに集めてもよい。
【００４９】
　また、親籠１１ａ及び子籠１１ｂの設定方法として、複数の買い物籠１１から任意に選
択した買い物籠１１を親籠１１ａと子籠１１ｂとに設定する例を説明したが、これに限る
ものではない。例えば、予め親籠１１ａに設定された買い物籠１１と、予め子籠１１ｂに
設定された買い物籠１１を用意しておいてもよい。この場合には、顧客は、親籠１１ａと
子籠１１ｂとを選択した後、それらを関連付けすればよい。
【００５０】
　また、親籠１１ａと子籠１１ｂとの関連付けの方法としては、親子設定処理のステップ
Ｓ５ａ，Ｓ５ｂで説明したものに限るものではない。例えば、親籠１１ａの初期画面Ｇ１
において親籠宣言ボタン２４ａが操作されることにより、表示器１４に子籠設定画面（図
示せず）を表示させる。子籠設定画面には、キーボードを表示させて、子籠１１ｂに設定
する買い物籠１１の籠番号の入力を可能とする。そして、この子籠設定画面により子籠１
１ｂに設定する買い物籠１１の籠番号が入力されたなら、その籠番号の買い物籠１１に対
して親籠１１ａから親子関係を設定する旨の情報を送信する。この送信は、例えば無線通
信装置２１により行う。そして、親籠１１ａ及び子籠１１ｂ双方で親子関係の設定処理を
実行する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施の形態の買い物システムを示すシステム構成図である。
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【図２】買い物籠の電装系を示すブロック図である。
【図３】設定テーブルを示す模式図である。
【図４】初期画面を示す正面図である。
【図５】ＰＯＳ端末の電装系を示すブロック図である。
【図６】親子設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】子籠用画面を示す正面図である。
【図８】予算金額設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】予算金額設定画面を示す正面図である。
【図１０】買い物支援処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】精算処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５２】
１１…買い物籠（運搬体）、１４…表示器（報知部）、１９…無線タグリーダライタ（価
格情報取得手段）、２１…無線通信装置（無線通信手段）、２２…不揮発性メモリ（記憶
部）、５１…ＰＯＳ端末（精算処理手段）、ステップＳ１，Ｓ２…親設定手段、ステップ
Ｓ３，Ｓ４…子設定手段、ステップＳ５ａ，Ｓ５ｂ…関連付け手段、ステップＳ１１～Ｓ
１５…予算設定手段、ステップＳ２１～Ｓ２５，ステップＳ３１～Ｓ３７…総合計金額算
出手段、ステップＳ２１～ステップＳ２４，ステップＳ３１～ステップＳ３４…記憶手段
、ステップＳ３８…金額報知手段、ステップＳ３９…判断手段、ステップＳ４１…予算超
過報知手段、ステップＳ６３～ステップＳ６５，ステップＳ７２…解除手段

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】
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